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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動工具であって、取外し可能な給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）が設け
られており、収容方向（２０）で収容領域（１６）内に導入される前記給電ユニット（１
８，５０，１１４，１４８）を収容するための前記収容領域（１６）が設けられており、
該収容領域（１６）内に前記給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）を案内するた
めの案内手段（３８，５２，１１６，１６０）が前記給電ユニット（１８，５０，１１４
，１４８）の両側に設けられており、前記収容領域（１６）において前記給電ユニット（
１８，５０，１１４，１４８）と前記収容領域（１６）との間に前記給電ユニット（１８
，５０，１１４，１４８）をロックするためのロック装置（２２，５８，１２６，１６４
）が設けられている形式のものにおいて、
　前記ロック装置（２２，５８，１２６，１６４）が、前記給電ユニット（１８，５０，
１１４，１４８）の両側に係止手段（４４，４６，５６，１２２，１２４，１６８）を有
しており、
　該係止手段（４４，４６，５６，１２２，１２４，１６８）が、前記案内手段（３８，
５２，１１６，１６０）の成形部によって形成されており、
　ロックされた状態において前記給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）の両側で
前記成形部に係止される係止エレメント（４８，６０，９８，１０４，１０６，１２８，
１３０，１５６）が設けられており、
　該係止エレメント（４８，６０，９８，１０４，１０６，１２８，１３０，１５６）は
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前記給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）の解除のために、１つの共通の操作エ
レメント（２４，６２，９４，１１２，１３６）によって操作可能である
　ことを特徴とする、電動工具。
【請求項２】
　前記給電ユニット（１８，５０，１１４）が、前記案内手段（３８，５２，１１６）と
して形成されている側面を備えたケーシング（３０）を有している、請求項１記載の電動
工具。
【請求項３】
　前記案内手段（３８，５２，１１６）が、前記係止手段（４４，４６，５６，１２２，
１２４）として形成された中断部を備えた案内条片（４０，４２，５４，１１８，１２０
）を有している、請求項１または２記載の電動工具。
【請求項４】
　前記給電ユニット（１８，５０）をロック解除するための操作エレメント（２４，９４
）が設けられており、該操作エレメント（２４，９４）を前記収容方向（２０）に対して
垂直に引くことにより、前記給電ユニット（１８，５０）が解放される、請求項１から３
までのいずれか一項記載の電動工具。
【請求項５】
　前記給電ユニット（１１４）をロック解除するための操作エレメント（１３６）が設け
られており、該操作エレメント（１３６）が、前記収容領域に対して相対的に前記収容方
向（２０）で可動である、請求項１から３までのいずれか一項記載の電動工具。
【請求項６】
　前記給電ユニット（１４８）に加えられる、該給電ユニット（１４８）全体を前記収容
領域（１６）に対して相対的に前記収容方向（２０）で運動させる押圧力により前記給電
ユニット（１４８）をロック解除するための前記ロック装置（１６４）が設けられている
、請求項１記載の電動工具。
【請求項７】
　前記給電ユニット（５０）をロック解除するための操作エレメント（１１２）が設けら
れており、該操作エレメント（１１２）の回動により前記給電ユニット（５０）は解放さ
れる、請求項１から３までのいずれか一項記載の電動工具。
【請求項８】
　前記給電ユニット（５０）をロック解除するためのレバーとして構成されている操作エ
レメント（６２）が設けられており、該操作エレメント（６２）への圧力により給電ユニ
ット（５０）は解放されることを特徴とする、請求項１から３までのいずれか一項記載の
電動工具。
【請求項９】
　前記収容領域（１６）から給電ユニット（１１４）を放出するための放出ばね（１４６
）が設けられている、請求項１から８までのいずれか一項記載の電動工具。
【請求項１０】
　給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）を収容するための前記収容領域（１６）
が前記電動工具のハンドグリップ（１４）に配置されている、請求項１から９までのいず
れか一項記載の電動工具。
【請求項１１】
　前記給電ユニット（１８，５０，１１４，１４８）が、エネルギ貯蔵ユニット（３６）
を有しており、全てのエネルギ貯蔵ユニット（３６）が、前記給電ユニット（１８，５０
，１１４，１４８）のロック状態では前記収容領域（１６）に配置されている、請求項１
から１０までのいずれか一項記載の電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景技術
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　本発明は、請求項１の上位概念部記載の電気機器、特に電動工具から出発する。
【０００２】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第３８４１７３５号明細書から、取外し可能なアキュム
レータを備えた電気機器が公知である。電気機器には２つの係止エレメントが備え付けら
れている。２つの係止エレメントは、電気機器の収容部にアキュムレータを付加する際に
、アキュムレータの切欠きに係止する。これによりアキュムレータはロックされる。アキ
ュムレータのロック解除のためにアキュムレータは２つの押圧ボタンを有している。この
場合、係止エレメントは押圧ボタンへの１回の押圧によりアキュムレータを解放する。
【０００３】
　発明の利点
　本発明は、電気機器、特に電動工具であって、取外し可能な給電ユニットが設けられて
いて、収容方向で収容領域に導入される給電ユニットを収容するための収容領域が設けら
れていて、この収容領域で給電ユニットを案内するための案内手段が設けられていて、収
容領域において給電ユニットをロックするためのロック装置が設けられている形式のもの
から出発する。
【０００４】
　ロック装置が、案内手段の成形部によって形成されている係止手段を有していることが
提案される。本発明による構成により、案内手段のために設けられた構成スペースは、有
利にはロック装置のために使用することができる。これにより電気機器のコンパクトな構
成形状と簡単な組付けとを達成することができる。この関係において「案内手段の成形部
」は、たとえば案内手段として形成された接触面の切欠き、またはこのような接触面の突
出している区分のように、案内手段の１つの係止部のために設けられた構成であると理解
されたい。この関係において「接触面」とは、収容領域または給電ユニットの、ロック状
態で給電ユニットもしくは収容領域の所定の面で接触している面であると理解されたい。
【０００５】
　有利には、給電ユニットは、案内手段として形成されている側面を備えたケーシングを
有している。これにより案内手段の特にスペースを節約した構成が得られる。給電ユニッ
トの効果的な案内を達成するために、側面は、給電ユニットの導入時に収容方向に対して
十分に平行に配向することができ、接触面として形成することができる。接触面はロック
状態では収容領域の所定の面に接触している。「側面」とは、カバー面および底面とは異
なり、特に給電ユニットの側方の外面と理解されたい。この場合「側方」は収容方向に関
連している。
【０００６】
　ロック装置の特にコンパクトな構成は、案内手段が、係止手段として形成された中断部
を備えた少なくとも１つの案内条片を有していることにより達成することができる。付加
的に、収容領域への導入時の給電ユニットの方向付けは、操作員にとって簡単に認識可能
であってよい。
【０００７】
　給電ユニットの確実な保持を達成する、特に収容領域でロックされた給電ユニットの不
都合な回動を防ぐために、電気機器は係止エレメントを有している。この係止エレメント
はロック状態において成形部内に給電ユニットの両面で係止されている。
【０００８】
　有利には、係止エレメントは関連する操作エレメントによって保持されている。これに
よりロック装置の特に簡単な組付けおよび簡単な操作を達成することができる。
【０００９】
　給電ユニットの過失によるロック解除は、電気機器に給電ユニットをロック解除するた
めの操作エレメントが備え付けられていることにより防ぐことができる。この場合、操作
エレメントを収容方向に対して垂直に引くことにより、給電ユニットは解放される。
【００１０】
　別の構成では、電気機器には給電ユニットをロック解除するための操作エレメントが備
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え付けられている。この操作エレメントは収容領域に対して相対的に収容方向で可動であ
る。これにより操作員に扱いやすく感覚的なロック解除を行うことができる。
【００１１】
　有利には、ロック装置は、給電ユニットにおいて加えられる、収容方向で給電ユニット
全体を収容領域に対して相対的に運動させる押圧力による給電ユニットのロック解除のた
めに設けられている。これにより別体の操作エレメントを省くことができる。
【００１２】
　さらにロック装置が、係止成形部を備えた板ばねを有することが提案される。これによ
り有利で頑丈な構成要素を使用することができる。
【００１３】
　この関係においてさらに別の構成の電気機器には、スライドエレメントとして形成され
た操作エレメントが備え付けられている。この場合、板ばねは、スライドエレメントの１
回のスライドにより収容方向とは反対の方向で、給電ユニットを解放する状態に変形され
る。これにより操作員にとって感覚的に操作可能なロック解除装置を達成することができ
る。さらにこのロック解除装置は給電ユニットの不都合なロック解除に対する高い安全性
を提供する。
【００１４】
　電気機器のコンパクト性のさらなる向上は、給電ユニットがエネルギ貯蔵ユニットを有
していることにより達成され得る。この場合、全てのエネルギ貯蔵ユニットは給電ユニッ
トのロック状態では収容領域に配置されている。さらにこのことはロック状態におけるエ
ネルギ貯蔵ユニットの有利な防護を提供する。
【００１５】
　本発明に係る電気機器は、電気機器、殊に電動工具であって、取外し可能な給電ユニッ
トが設けられており、収容方向で収容領域内に導入される給電ユニットを収容するための
収容領域が設けられており、該収容領域において給電ユニットを案内するための案内手段
が設けられており、収容領域において給電ユニットをロックするためのロック装置が設け
られている形式のものにおいて、ロック装置が、係止手段を有しており、該係止手段が、
案内手段の成形によって形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る電気機器は、有利には、給電ユニットが、案内手段として形成されている
側面を備えたケーシングを有している。
【００１７】
　本発明に係る電気機器は、有利には、案内手段が、係止手段として形成された中断部を
備えた少なくとも１つの案内条片を有している。
【００１８】
　本発明に係る電気機器は、有利には、係止エレメントが、関係する操作エレメントによ
って保持されている。
【００１９】
　本発明に係る電気機器は、有利には、係止エレメントが設けられており、該係止エレメ
ントが、ロックされた状態において給電ユニットの両側で成形部内に係止されている。
【００２０】
　本発明に係る電気機器は、有利には、給電ユニットをロック解除するための操作エレメ
ントが設けられており、該操作エレメントを収容方向に対して垂直に引くことにより、給
電ユニットが解放される。
【００２１】
　本発明に係る電気機器は、有利には、給電ユニットをロック解除するための操作エレメ
ントが設けられており、該操作エレメントが、収容領域に対して相対的に収容方向で可動
である。
【００２２】
　本発明に係る電気機器は、有利には、給電ユニットに加えられる、該給電ユニット全体
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を収容領域に対して相対的に収容方向で運動させる押圧力により、給電ユニットをロック
解除するためのロック装置が設けられている。
【００２３】
　本発明に係る電気機器は、有利には、ロック装置が、板ばねを有しており、該板ばねが
、係止成形部を有している。
【００２４】
　本発明に係る電気機器は、有利には、スライドエレメントとして形成された操作エレメ
ントが設けられており、収容方向とは反対の方向でスライドエレメントを１回スライドさ
せることにより、板ばねが、給電ユニットを解放する状態に変形される。
【００２５】
　本発明に係る電気機器は、有利には、給電ユニットが、エネルギ貯蔵ユニットを有して
おり、全てのエネルギ貯蔵ユニットが、給電ユニットのロック状態では収容領域に配置さ
れている。
【００２６】
　図面
　別の利点は以下の図面の説明から明らかになる。図面には本発明の実施例が示されてい
る。図面、実施例の説明および請求項は複数の特徴を組み合わせて含んでいる。当業者は
これらの特徴を目的に合わせて個々に観察し、有利な別の組合せにまとめる。
【００２７】
　実施例の説明
　図１には工具機械１０として形成された電動機器が示されている。工具機械１０はモー
タケーシング１２とハンドグリップ１４とを有している。ハンドグリップ１４には、収容
方向２０で取外し可能な給電ユニット１８を収容するための収容領域１６と、ロック装置
２２とが設けられている。ロック装置２２は給電ユニット１８を収容領域１６においてロ
ックするために働く。ロック装置２２を操作するために、ハンドグリップ１４には操作エ
レメント２４が備え付けられている。この操作エレメント２４は懸架部２６に取り付けら
れたばね２８によって保持されている。給電ユニット１８は側面３２を備えたケーシング
３０を有している。側面３２はハンドグリップ１４の内側の一方の面３４に接触している
。ケーシング３０はバッテリセルとして形成されたエネルギ貯蔵ユニット３６を取り囲ん
でいる。これらのエネルギ貯蔵ユニット３６は、給電ユニット１８がロックされた状態で
は、収容領域１６の内側に配置されている。
【００２８】
　給電ユニット１８を収容領域１６で案内するために、給電ユニット１８には案内手段３
８が備え付けられている。この案内手段３８は図２に詳しく示した２つの案内条片４０，
４２を有している。これらの案内条片４０，４２はそれぞれハンドグリップ１４の案内溝
（図示せず）内に係合する。
【００２９】
　図３に示した案内手段３８の構成により、案内手段３８は給電ユニット１８を収容領域
１６でロック・ロック解除するためにも働く。このために案内条片４０，４２はそれぞれ
図３に示された中断部を有している。この中断部はロック装置２２の係止手段４４；４６
を形成している。案内手段３８のこの構成に、ロックされた状態では給電ユニット１８の
両側で、図４に示した係止エレメント４８が係止する。この係止エレメント４８は操作エ
レメント２４によって保持されていて、ばね２８により中断部として形成された係止手段
４４，４６内に押し込まれている。給電ユニット１８をロック解除するために、操作エレ
メント２４に操作員によって引張力が収容方向２０に対して垂直に加えられる。この場合
、係止エレメント４８は中断部として形成された係止手段４４，４６から引き抜かれ、給
電ユニット１８は解放される。
【００３０】
　図５には給電ユニット５０の別の実施例が示されている。この給電ユニット５０は収容
領域１６に配置されている。給電ユニット５０は図３の給電ユニット１８と同様に構成さ



(6) JP 5204652 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

れていて、案内条片５４を備えた案内手段５２を有している。さらに給電ユニット１８は
係止手段５６を有するロック装置５８を有している。この場合、係止手段５６は案内条片
５４の一方の中断部によって形成されている。ロック状態では係止手段５６に係止エレメ
ント６０が係止されている。この係止エレメント６０はレバーとして形成された操作エレ
メント６２に一体成形されている。係止エレメント６０は、ばね６４によって係止手段５
６内に押し込まれている。給電ユニット５０のロック解除時には、操作エレメント６２に
圧力が加えられる。この場合、係止エレメント６０は係止手段５６から外され、給電ユニ
ット５０は解放される。
【００３１】
　給電ユニット６６のさらに別の実施例が図６に示されている。給電ユニット６６はケー
シング６８と案内手段７０とを有している。この案内手段７０は案内条片７２を有してい
る。ケーシング６８は、給電ユニット６６の別の案内手段７４を形成する側面を有してい
る。この側面は給電ユニット６６を収容領域１６内に案内する際に、収容方向２０に対し
て平行に配向されていて、ハンドグリップ１４の内側の面３４に接触している。これによ
り給電ユニット６６は収容方向２０で案内される。給電ユニット６６をロックするために
、給電ユニット６６はロック装置７６を有している。このロック装置７６は案内手段７４
の成形部として形成された係止手段７８を有している。ロックされた状態では係止手段７
８内に係止エレメント８０が係止されている。この係止エレメント８０はレバーとして構
成された操作エレメント８２に一体成形されている。係止エレメント８０は、ばね８４に
より係止手段７８内に押し込まれる。
【００３２】
　図７には工具機械１０のハンドグリップ１４が示されている。このハンドグリップ１４
には図５の給電ユニット５０が配置されている。ハンドグリップ１４には択一的な操作エ
レメント８６が備え付けられている。矢印８８によって示された方向での操作エレメント
８６のスライドにより、収容領域１６でロックされている給電ユニット５０は解放される
。図８には、給電ユニット５０と操作エレメント８６との配置を上から見て示しめした。
操作エレメント８６は係止つめとして形成された係止エレメント９０を有している。この
係止エレメント９０はロックされた状態では中断部として形成された、図５の係止手段５
６内に係止されていて、ばね９２によってこの係止手段５６内に押し込まれる。
【００３３】
　図９には、引きボタン９６と係止エレメント９８とを備えた操作エレメント９４の択一
的な実施例が示してある。係止エレメント９８は、ロックされた状態では図５の係止手段
５６および図５には示されていない別の係止手段内に、給電ユニット５０の両側で係止さ
れている。収容方向２０に対して垂直に引きボタン９６を引くことにより、収容領域１６
に配置された給電ユニット５０を解放することができる。２つのばね１００，１０２は、
係止エレメント９８をロック位置に引き戻すために働く。
【００３４】
　図１０には２つの係止エレメント１０４，１０６が示されている。これらの係止エレメ
ント１０４，１０６は図５の給電ユニット５０がロックされた状態では、係止手段５６と
図５には示されていない別の係止手段とに、給電ユニット５０の両側で係止されていて、
それぞれ１つのばね１０８；１１０によって、この係止手段内に押し込まれる。図１１に
は操作エレメント１１２が示されている。この場合、操作エレメント１１２の回動により
係止エレメント１０４，１０６はそれぞれ図１１に示した、給電ユニット５０を解放する
位置に変位される。
【００３５】
　給電ユニット１１４のさらに別の実施例が図１２に示されている。２つの案内条片１１
８，１２０を備えた案内手段１１６を見て取ることができる。２つの案内条片１１８，１
２０はそれぞれ１つの、成形部として形成された、ロック装置１２６の係止手段１２２；
１２４を有している。ロック装置１２６によって給電ユニット１１４は収容領域１６でロ
ックすることができる。さらにロック装置１２６には、ハンドグリップ１４に位置固定さ
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れた２つのばねエレメント１２８，１３０が備え付けられている。これらのばねエレメン
ト１２８，１３０はそれぞれ係止成形部１３２；１３４を有している。この場合、係止成
形部１３２；１３４はロックされた状態では、それぞれ係止手段１２２；１２４内に係止
されている。ばねエレメント１２８，１３０はそれぞれ金属製のばねフックによって形成
されている。この場合、プラスチックから成るフックの使用も考慮可能である。フックは
、たとえばハンドグリップ１４内に挿入されている。
【００３６】
　給電ユニット１１４のロック解除ために、ハンドグリップ１４にはスライダとして構成
された操作エレメント１３６が備え付けられている。この操作エレメント１３６は図１３
に示されている。この操作エレメント１３６は収容方向２０で収容領域１６に対して相対
的に可動であり、収容方向２０とは反対の方向での１回のスライドにより、給電ユニット
１１４を解放することができる。このスライド時には、ばねエレメント１２８，１３０は
操作エレメント１３６の端部１３８，１４０の１回の押圧により変形され、その結果、ば
ねエレメント１２８，１３０は係止手段１２２；１２４から外されている。開始位置Ｘか
らの操作エレメント１３６のスライドは、案内エレメント１４２によって案内される。こ
れらの案内エレメント１４２は図１４において確認することができ、それぞれハンドグリ
ップ１４の案内溝（図示せず）内に係止する。給電ユニット１１４のロック解除後に、操
作エレメント１３６は戻しばね１４４により開始位置Ｘに戻し位置決めされる。
【００３７】
　図１５には、給電ユニット１１４とハンドグリップ１４におけるロック装置１２６との
配置が示されている。操作エレメント１３６のスライドによるロック解除後には、給電ユ
ニット１１４は放出ばね１４６によって収容領域１６から放出される。
【００３８】
　給電ユニット１４８のさらに別の実施例が図１６に示されている。この給電ユニット１
４８は２つの案内条片１５２，１５４と弾発されるピン１５６とを備えたケーシング１５
０を有している。ピン１５６は矢印によって示された方向で位置固定点１５８を中心にし
て回動可能である。緊締されていない位置Ｙからの回動時には、図示されていないばねが
緊締され、これにより戻し力が発生する。
【００３９】
　図１７には給電ユニット１４８に付属のハンドグリップ１４が示されている。給電ユニ
ット１４８を収容領域１６で案内するために、ハンドグリップ１４には案内手段１６０が
備え付けられている。この案内手段１６０は案内通路１６２を有している。さらにハンド
グリップ１４はロック装置１６４を有している。このロック装置１６４によって給電ユニ
ット１４８を収容領域１６でロックすることができる。収容領域１６内への給電ユニット
１４８の導入時には、弾発するピン１５６は案内通路１６２内に係合し、案内通路１６２
の一方の面１６６によって破線により示された緊締されていない位置Ｙから、左方に押圧
される。これにより戻し力が発生する。弾発されるピン１５６が所定の位置Ｚに到達し、
給電ユニット１４８が解放されると、弾発されるピン１５６が戻し力によりロック装置１
６４の係止手段１６８として形成された、面１６６の成形部内に係止し、給電ユニット１
４８はロックされている。給電ユニット１４８をロック解除するために、操作員とって可
視の給電ユニット１４８の、図１８に示されている下側部分１７０に収容方向２０で圧力
が加えられる。これにより給電ユニット１４８全体は、収容領域１６に対して相対的に運
動させられる。弾発されるピン１５６は滑子案内機構により係止手段１６８から外れ、所
定の距離だけ所定の位置Ｔへと変位される。操作員が給電ユニット１４８を解放すると、
給電ユニット１４８は放出ばね１７２によって放出され、弾発されるピン１５６はさらに
案内通路１６２で案内され、その結果、ピン１５６は案内通路１６２から抜け出す。
【００４０】
　スライダピン１７４として形成されているピンの択一的な実施例が図１９に示されてい
る。スライダピン１７４はケーシング１５０の内側に部分的に配置されていて、ケーシン
グ１５０の案内通路１７６の内側で可動である。この案内通路１７６での開始位置Ａから
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の運動時には、ばね１７８または１８０は緊締されるか、もしくは圧縮される。これによ
り戻し力が発生する。給電ユニット１４８の導入時には、案内通路１７６はハンドグリッ
プ１４の案内通路１６２に対して垂直に配向されている。これによりスライダピン１７４
の運動が収容方向に対して側方で可能になる。
【００４１】
　図２０ではハンドグリップ１４の別の実施例が示されている。収容領域１６には給電ユ
ニット１８２が配置されている。ハンドグリップ１４の内側の面は、収容領域１６におい
て給電ユニット１８２を案内するために案内手段１８４を形成する。給電ユニット１８２
はロック装置１８６によって収容領域１６でロックすることができる。このために内側の
面として形成された案内手段１８４は切欠きを有している。この切欠きはロック装置１８
６の係止手段１８８として形成されている。さらにロック装置１８６は、給電ユニット１
８２に取り付けられた板ばね１９０を有している。この板ばね１９０は係止ノーズとして
形成された係止成形部１９２を有している。この場合、係止成形部１９２はロックされた
状態において係止手段１８８内に係止されている。給電ユニット１８２をロック解除する
ために、ハンドグリップ１４にはスライドエレメントとして形成された操作エレメント１
９４が備え付けられている。操作エレメント１９４は収容方向２０で可動である。収容方
向２０とは反対の方向でのスライドエレメントの１回のスライドにより、給電ユニット１
８２を解放する状態に、板ばね１９０は変形される。
【００４２】
　図２１には、給電ユニットをロック解除するための操作エレメントの別の実施例が示さ
れている。この場合、板ばね１９０はロック解除ボタン１９６の操作により変形すること
ができる。
【００４３】
　択一的には、図２２に示されているように、さらに別の操作エレメントをレバー１９８
として構成することができる。レバー１９８の端部２００への１回の押圧により、給電ユ
ニット１８２を解放することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】取外し可能な給電ユニットと操作エレメントとを備えた工具機械を示した図であ
る。
【図２】図１の給電ユニットを上から見た図である。
【図３】図１の給電ユニットの側面図である。
【図４】図１の操作エレメントを上から見た図である。
【図５】択一的な給電ユニットと択一的な操作エレメントとを示した図である。
【図６】側面の係止成形部を備えた別の給電ユニットと、別の操作エレメントとを示した
図である。
【図７】図５の給電ユニットと別の操作エレメントとを備えた工具機械である。
【図８】図７の給電ユニットと操作エレメントとを上から見た図である。
【図９】別の操作エレメントを示した図である。
【図１０】２つの係止エレメントを示した図である。
【図１１】操作エレメントを備えた図１０の係止エレメントを示した図である。
【図１２】係止手段を備えた択一的な給電ユニットと、係止手段内に係止されたばねとを
示した図である。
【図１３】図１２のばねと操作エレメントを示した図である。
【図１４】図１３の操作エレメントを上から見た図である。
【図１５】図１２の給電ユニットを備えた工具機械である。
【図１６】弾発されるピンを備えた択一的な給電ユニットを示した図である。
【図１７】図１６のピンを案内するための滑子案内機構を示した図である。
【図１８】図１６の給電ユニットを備えた工具機械を示した図である。
【図１９】択一的な滑子案内機構のスライダピンを示した図である。
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【図２０】択一的な給電ユニットとスライドエレメントとを示した図である。
【図２１】図２０の給電ユニットとロック解除ボタンとを示した図である。
【図２２】図２０の給電ユニットとレバーとを示した図である。
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